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要望の趣旨 

 

１ 薬事分科会審議参加規程１９条に基づく評価委員会を早期に開催すること 
２ 上記委員会において、厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検討

部会を含む各委員会の審議参加規程の運用実態を検証すること 
３ 寄附金などの受領金額及び時期が具体的に開示されるよう審議参加規程を

改正すること 
４ 審議中の委員について、審議対象となっている医薬品等の製造販売企業から

の金銭等の受領を禁止する規程を新設すること 
を求める。 

  

                 要望の理由 

 
１ はじめに 

当会議は、２０１４年４月２８日付で、厚生労働大臣に対し、「厚生労働

省の審議会の利益相反管理ルールの見直しを求める要望書－ＨＰＶワクチン

に関する審議会委員の利益相反を踏まえて－」を提出し、概要以下の点につ

いて要望した。 
① ＨＰＶワクチン（子宮頸がんワクチン）について審議する部会の委員の構

成を見直すこと 
② 評価委員会を設置して、運用状況を調査し、審議参加規程を見直すこと  
③ 製薬企業等に対し、医師等への金銭等の支払情報の公開を義務づける法律

を制定すること  
   

２ 利益相反がより深刻に 
現行の審議参加規程では、当該年度を含む過去３年度の中で、最も多かっ

た年度の金額が、５０万円以下、５０万円超５００万円以下、５００万円超

のどのグループに入るかを申告することとなっている。 
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年度は４月１日から翌年の３月３１日であるから、平成２６年度の最初の

ワクチン分科会副反応検討部会は、５月１９日開催の部会である。 
その５月１９日の部会で公表された利益相反申告を見ると、委員１０人の

うち８人が、グラクソ・スミスクライン社もしくはMSD社と利益相反がある

という点は以前と同様である。 
一方、議決に加われない委員は、これまでは、岡田委員、園部委員の２名

だけであったが、永井委員が加わって３人となり、利益相反はより深刻とな

っている。 
 
３ 審議直前か審議中の受領の疑い 

また、申告書類の書式が改訂され、受領した年度がわかるようになったが、

年度別に見ると、平成２５年度を過去３年で受領額が最も多かった年度とし

て申告している委員が３人（岡部委員、多屋委員、永井委員）いた。 
前記のとおり、年度は４月１日から翌年の３月３１日までであり、子宮頸

がんワクチンの副反応に関する合同部会の開催は平成２５年５月からであ

るから、２５年度中に受け取ったとすると、定期接種継続の可否について審

議を始めた第１回会合の「審議開始直前」か「審議中」に当該ワクチンメー

カーから金銭等を受け取っていたことになる。 
たとえば、永井委員の申告金額は、平成２５年１２月２５日（２６年１月

２０日、同年２月２６日は欠席であったために申告はない）は「MSD から

５０万円以下」だったのに、平成２６年５月１９日では「MSD から５０万

円超５００万円以下」に増えているので、申告ミスでない限り、昨年１２月

以降、今年５月までに受領した可能性があることになる。 
また、上記２０１４年４月２８日付要望書「２ 規程の問題点」で指摘し

たように、現行の規程では、過去３年度の最も多かった年度だけを申告す

ればよく、具体的金額の開示は求められていない。そのため、２５年度の

審議中に金銭等を受領しても、２４年度の方が金額が多ければ申告しなく

てもよいし、２５年度に金銭を受領しても、グループが変わらない限り申

告をしなくてよい。これでは国民の信頼は得られない。 
     
４ 結論 

以上のような副反応検討部会の現状を踏まえると、現行の審議参加規程は、

薬事行政の信頼性確保のため審議会委員の利益相反を適切に管理するという

本来の目的を達成できないでいることは明らかである。 
評価委員会の開催については、２０１４年５月１９日の参議院行政監視委

員会において、厚生労働大臣が、その必要性を認める答弁をしているが、開

催は早急になされるべきである。 
また、より透明性を高め、委員の中立性を確保するために、少なくとも①受領

した具体的金額と時期の開示を求め、②当該医薬品の審議直前・審議中の金

銭受領は禁止するべきである。                 
以上 


